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別紙１ 

 

防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

１．訓練の目的・目標 

本訓練は、「濃縮・埋設事業所 濃縮事業部 原子力事業者防災業務計画 第２章第５節２」に基づき、実

施するものである。 

なお、今年度の訓練についても、令和４年度第２８回原子力規制委員会において継続決定した「施設の

特徴に応じた現実的なシナリオに基づく訓練（２部制訓練）の実施方針」に従い、２部制（現実的なシナ

リオに基づく訓練（現場実動有））による訓練を実施した。 

濃縮事業部対策本部（以下、「事業部対策本部」という。）および全社対策本部の訓練目的を以下に示す。 

【事業部対策本部】 

本訓練は、「濃縮事業部における訓練に係る中期計画（２０２３年度）」に基づき、当社４施設（再処

理施設・廃棄物管理施設・加工施設・廃棄物埋設施設）同時発災および現実的なシナリオのもとで、情

報発信能力および緊急時対応能力の維持・向上を図るものである。 

本訓練における事業部対策本部の活動の達成目標および検証項目は次のとおり。 

（１）「全社対策本部との情報共有が実施できること」 

達成目標：全社対策本部に対して情報共有ツールを用いて、適宜情報共有できること。 

検証項目：提供すべき情報（事故・プラントの状況、進展予測と事故収束対応戦略および戦略の進

捗状況）をリアルタイムに情報共有できること。 

 （２）「４施設同時発災時による支援・協力対応ができること」 

    達成目標：事業部・全社の連携として、支援、協力活動が実施できること。 

    検証項目：全社対策本部に対する支援実施または支援要請が適切にできること。 

 （３）「新情報共有システムを用いて情報共有ができること」 

    達成目標：新情報共有システムによる情報共有ができること。 

    検証項目：提供すべき情報について新情報共有ツールを用いて不備なくリアルタイムに情報共有で

きること。 

（４）「現場と緊急時対策所が連携し、事象収束活動ができること」 

達成目標：手順に基づき、事象収束活動（救護活動含む）ができること。 

検証項目：現場と緊急時対策所と連携を図り、あらかじめ定めた時間、要員、資機材で対応できる

こと。 

【全社対策本部】 

本訓練は、「全社対策本部 原子力防災訓練中期計画」に基づき、当社４施設（再処理施設・廃棄物管

理施設・加工施設・廃棄物埋設施設）同時発災を想定したシナリオのもとで、情報発信能力および緊急

時対応能力の維持・向上を図るものである。 

本訓練における全社対策本部の活動の達成目標および検証項目は次のとおり。 

（５）「社内外との情報共有」 

    達成目標：情報が輻輳する中においても情報共有が適切に実施できること。 

    検証項目：①事業部対策本部から情報共有ツールを用いて情報を入手できること。 
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         ②全社対策本部内において適切に情報共有が実施できること。 

         ③社外関係箇所（ＥＲＣ・ＯＦＣ・報道機関等）に適切に情報発信できること。 

        ④２０２２年度総合訓練において抽出した課題に対する改善策が有効に機能しているこ

と。 

（６）「事業部対策本部の支援」 

達成目標：事業部対策本部の支援を適切に実施できること。 

    検証項目：①事業部対策本部の支援に関する全社対策本部内の意思決定ができること。 

         ②事業部対策本部との調整が機能班間で実施できること。 

（７）「新情報共有システムを用いて情報共有ができること」 

    達成目標：新情報共有システムによる情報共有ができること。 

    検証項目：提供すべき情報について新情報共有ツールを用いて不備なくリアルタイムに情報共有で

きること。 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

  ２０２３年１０月３日（火） １３：３０ ～ １７：００（社内反省会を含む。） 

＜気象条件※1＞ 天候：くもり、温度：２０℃、風向：東、風速：３ｍ/ｓ、大気安定度：Ｄ 

※１：天候、温度、風向、風速、大気安定度は訓練想定により固定条件として設定 

（２）対象施設 

    加工施設 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価体制 

濃縮事業部、全社対策本部および他原子力事業者から評価者を配置し、事業部対策本部および全社

対策本部の活動状況を評価するとともに、訓練終了後に事業部対策本部と全社対策本部による反省会

および各班での自己評価を行い、課題の抽出を行った。 
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（３）参加人数 

事業部対策本部     訓練参加者：１５３名（訓練コントローラ１２名を含む。） 

評 価 者：  ６名（社内５名、社外１名） 

全社対策本部   訓練参加者：１３６名（訓練コントローラ１０名を含む。） 

評 価 者：  ４名（社内３名、社外１名） 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

  ３日前に発生した地震により、再処理事業部対策本部が警戒態勢を発令し、それに伴い事業部対策本部

の要員待機の状況から訓練を開始し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）警戒事態該

当事象を起因に、現実的な発災事象を想定する。詳細は以下のとおり。 

（１）施設運転状況設定 

カスケード設備：生産運転中、均質槽：１基液化中 

（２）訓練開始前の事象概要（訓練前提条件内容） 

時刻 発生事象 等 

9/30 13:30 地震発生（六ヶ所村 震度５弱） 

13:30頃 「六ヶ所震度４以上の地震観測」したため、社内関係者に対して事象発生連絡および招集

して、加工施設（ウラン濃縮工場）の点検開始 

14:00頃 ・再処理事業部において警戒態勢を発令、事業部対策本部設置したことから、再処理事業

部長から濃縮事業部長へ濃縮原子力防災要員等待機依頼 

・全社対策本部において警戒態勢を発令、全社対策本部を設置 

・予定していた２号均質槽Ｃへの中間製品容器装填作業延期を決定 

・社員（濃縮事業部員）の安否確認を実施。必要な要員以外の社員および協力会社が帰宅 

14:30頃 加工施設（ウラン濃縮工場）の点検結果、異常なしを確認 

15:30頃 社員（濃縮事業部員）の安否確認の結果、全員無事を確認。一部の要員以外退社 

17:20頃 副原子力防災管理者および各班必要要員の縮小体制（20名程度）で待機 

10/1 10:00頃 社内会議体により、２号均質槽Ｃへの中間製品容器装填作業を10/3に延期を決定 

17:20頃 副原子力防災管理者および各班必要要員の縮小体制（20名程度）で待機 

10/2 15:30 地震発生（六ヶ所村 震度５弱） 

   15:30頃 「六ヶ所震度４以上の地震観測」したため、社内関係者に対して事象発生連絡および招集

して、加工施設（ウラン濃縮工場）の点検開始 

   16:30頃 加工施設（ウラン濃縮工場）の点検結果、異常なしを確認 

17:20頃 副原子力防災管理者および各班必要要員の縮小体制（20名程度）で待機 

10/3 10:00頃 ２号均質槽Ｃへの中間製品容器装填作業実施および液化開始 

（３）訓練開始後の事象概要 

時刻 発生事象 等 

10/3 13:40 地震発生（六ヶ所村 震度６強） 

・地震インターロック全て作動 

・２号発回均質室内で液化中の２号均質槽Ｃが損傷（配管カバー内配管亀裂、防護カバー

カーテン一部落下）し、ＵＦ６漏えい発生 

・分析室にて転倒に伴う負傷者（薬品暴露）１名発生（管理区域） 

13:45 建屋送排風機停止操作により停止 

     13:46 六ヶ所村において、震度６強を確認 

【警戒事態該当事象】 

「六ヶ所村において、震度６弱以上の地震発生」を原子力防災管理者が判断 

警戒態勢を発令、事業部対策本部設置 
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時刻 発生事象 等 

10/3 14:03 負傷者（薬品暴露）１名を社内健康管理室へ搬送準備開始 

  14:10 ・地震発生（六ヶ所村 震度５弱） 

・水処理建屋制御室エアコンから火災発生（非管理区域） 

・排気用モニタＢ指示値上昇（警報発報）指示値上昇は、排気用モニタＡの指示値に変動

がなく、排気用モニタＢ指示値がスパイク状による変動であることから故障と判断（排

気用モニタＡで監視継続） 

  14:18 ウラン濃縮工場建屋外損壊状況確認結果、異常なしを確認 

  14:20 ２号発回均質室入口シャッタ前カーテン布設および目張り完了 

 14:33 水処理建屋制御室エアコンからの火災箇所へ屋外消火栓による消火完了 

  14:35 ２号発回均質棟屋上放水装置による屋上放水開始 

  14:39 ２号発回均質室前チェンジングルーム設置完了 

 14:58 負傷者（薬品暴露）１名を社外医療機関へ搬送開始 

 15:06 ２号均質槽Ｃ損傷（配管カバー内配管亀裂、防護カバーカーテン一部落下）箇所へＣＯ２

消火器による冷却処置および応急処置（耐薬品シートによる養生）の応急復旧完了 

  16:16 加工施設 訓練終了 

５．防災訓練の項目 

  総合訓練 

６．防災訓練の内容 

本訓練は、プレーヤーへ訓練シナリオを事前通知しない「シナリオ非提示型」により実施した。 

また、訓練進行管理を行う訓練コントローラは、訓練中にプレーヤーに対して資料配付や電話連絡など

を行い、シナリオ進行に必要な状況付与を行った。 

（１）事業部対策本部 

ａ．通報訓練 

ｂ．救護訓練 

ｃ．モニタリング訓練 

ｄ．避難誘導訓練 

ｅ．その他必要と認める訓練 

（ａ）事業部対策本部対応訓練 

（ｂ）運転管理訓練 

（ｃ）放水訓練 

（ｄ）設備応急訓練 

（ｅ）消火訓練 

（ｆ）全社対策本部等（ＥＲＣ対応含む）との連携訓練 

（２）全社対策本部 

ａ．その他必要と認める訓練 

（ａ）全社対策本部運営訓練 

（ｂ）ＥＲＣ対応訓練 

（ｃ）原子力事業所災害対策支援拠点対応訓練 

（ｄ）オフサイトセンター対応訓練 

（ｅ）広報対応訓練 
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７．防災訓練の結果の概要 

（１）事業部対策本部 

ａ．通報訓練 

①本部事務局は、通報文記載例をもとに通報文を作成するとともに、確認チェックシートを用いて

チェックを行い、事業部対策本部長（原子力防災管理者）のＥＡＬ判断に応じた通報文の作成を

実施した。 

②本部事務局は、あらかじめ設定した通報連絡の目標時間内に通報連絡ができるよう、タイムキー

パーにより通報連絡の時間を管理し、ファクシミリ装置を用いて社外関係機関へ通報連絡を実施

した。 

＜評価＞ 

①本部事務局は、本部事務局の活動に関する手順に基づき、通報文をチェックすることにより、通報

文を不備なく作成できていたことから、通報文の作成およびチェック機能に問題はないと評価す

る。 

②本部事務局は、本部事務局の活動に関する手順に基づき、タイムキーパーにより通報連絡の目標

時間を管理し、所定時間内（警戒事象：目標１５分に対し１２分、警戒事態経過連絡：概ね３０分

毎）に通報連絡できていたことから、通報連絡に係る対応は概ね問題ないと評価する。 

ｂ．救護訓練 

①放射線管理班は、ウラン濃縮建屋内（管理区域内）で発生した負傷者（薬品暴露）の負傷状況およ

び汚染状況確認、避難者（管理区域内作業者）の汚染状況確認のための身体サーベイ、チェンジン

グルーム設営および脱衣補助ならびに対策活動要員の汚染状況確認のための身体サーベイを実施

した。 

②救護班は、ウラン濃縮建屋内（管理区域内および非管理区域内）で発生した複数の負傷者の状態を

確認し、負傷者の状態に対する応急措置を実施の上、社外医療機関への搬送（模擬）を実施した。 

＜評価＞ 

①放射線管理班は、放射線管理班の活動に関する手順に基づき、負傷者（薬品暴露）の状況を確認

し、身体サーベイおよび資機材を用いた除染（模擬）を行うとともに、チェンジングルーム資機材

の状況確認および設営、対策活動要員の身体サーベイができていたことから、救護に係る対応に

問題はないと評価する。 

②救護班は、救急対応に関する手順に基づき、各負傷者の容態確認、医療機関への搬送の必要性判断

や状況に応じた救助対応が実施できていたことから、救護に係る対応は問題ないと評価する。 

ｃ．モニタリング訓練 

・放射線管理班は、発災現場付近の汚染状況の確認を目的とした放射線環境測定（空間放射線量率、

表面密度、空気中の放射性物質濃度）や、モニタリングカーによる環境測定、モニタリングポスト

での測定・監視対応について、事業部対策本部内への情報共有を実施した。 

＜評価＞ 

・放射線管理班は、放射線管理班の活動に関する手順に基づき、発災による汚染状況の確認を目的

とした放射線環境測定およびモニタリングカーによる環境測定を行うとともに、モニタリングポ

ストによる測定・監視を実施し、その測定結果を事業部対策本部内に情報共有できていたことか

ら、モニタリングに係る対応に問題はないと評価する。 
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ｄ．避難誘導訓練 

①運転管理班は、地震発生直後、施設内の作業員等に対し、ページング装置にて一時避難場所への避

難指示を行うとともに、薬品暴露の各負傷者の状況について救護班へ連絡を実施した。 

②総務班は、事業所内の従業員を対象に点呼・安否確認を行った後、点呼・安否確認結果を集約し、

事業部対策本部へ報告を実施した。 

③総務班は、建屋の被害状況を確認し、避難ルートを選定した上で、ウラン濃縮工場内入域者の避 

難誘導、点呼および負傷者の捜索活動を実施した。 

＜評価＞ 

①運転管理班は、運転管理班の活動に関する手順に基づき、一時避難場所への避難指示を行うとと

もに、負傷者情報を遅滞なく連絡できていたことから、避難指示などに係る対応に問題はないと

評価する。 

②総務班は、総務班の活動に関する手順に基づき、点呼・安否確認を行い、その結果を集約および事

業部対策本部に報告できていたことから、安否確認などに係る対応に問題はないと評価する。 

③総務班は、総務班の活動に関する手順に基づき、避難ルートの選定、避難誘導、点呼および負傷者

の捜索ができていたことから、避難誘導などに係る対応に問題はないと評価する。 

ｅ．その他必要と認める訓練 

（ａ）事業部対策本部対応訓練 

①事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、地震発生により、原子力防災要員などを招集、事業部

対策本部を設置し、ＥＡＬ該当判断、防災体制の発令、事象進展を踏まえた事故・プラント状況の

把握および戦略の決定を実施した。 

②事業部対策本部は、各班からの事象対処（対処予定および対処完了（時間含む。））の報告内容を踏

まえた各班への指示、定期的なブリーフィングを行い、戦略の決定（ＵＦ６漏えい対処など）、事

業部対策本部内への周知を実施した。 

＜評価＞ 

①事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、現場からの情報により発災事象の確認を行い、事業部

対策本部の活動に関する手順に基づき、ＥＡＬ該当判断および防災体制の発令などができていた

ことから、事業部対策本部の運営に係る対応に概ね問題はないと評価する。 

ただし、他事業部が特定事象（ＳＥ）や緊急事態事象（ＧＥ）の発令タイミングであったのにも関

らず、手順通りに事象収束が完了後、態勢縮小に係る判断を全社対策本部長へ報告した際に、事業

部対策本部長と全社対策本部長との協議に時間を要したことから、事業部対策本部の運営に係る

対応に改善が必要である。 

[１０．№１ 態勢の縮小方法に関する改善 参照] 

②事業部対策本部は、事業部対策本部の活動に関する手順に基づき、各班からの報告内容をもとに

定期的にブリーフィングを行い、目標設定会議により戦略を決定し、事業部対策本部内に周知で

きていたことから、事業部対策本部の運営に係る対応に問題はないと評価する。 

（ｂ）運転管理訓練 

・運転管理班は、ＵＦ６漏えい時の初期対応、地震インターロック作動確認、建屋送排風機停止操作

など、プラント停止に係る設備・機器の操作（模擬）を実施した。 
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＜評価＞ 

・運転管理班は、運転管理班の活動に関する手順に基づき、プラント状況を復命復唱により確認し、

ＵＦ６漏えい時の初期対応、プラント停止処置が確実にできていたことから、運転管理に係る対応

に問題はないと評価する。 

（ｃ）放水訓練 

・消火班は、ＵＦ６漏えい対処に必要な装備を着装し、アクセスルートの選定を行った上で移動し、

ウラン濃縮建屋への屋上散水装置による散水準備および散水、消防自動車によるウラン濃縮建屋

への放水準備を実施した。 

＜評価＞ 

・消火班は、消火班の活動に関する手順に基づき、必要な装備を着装し、地震による被害状況を確認

しながら適切なアクセスルートを選定し、屋上散水装置などによる放水活動ができていたことか

ら、建屋放水に係る対応に問題はないと評価する。 

（ｄ）設備応急訓練 

・設備応急班は、ＵＦ６漏えい対処に必要な装備を着装し、必要な資機材の準備を行い、２号発回均

質室内の均質槽配管カバー内へのＣＯ２消火器による冷却（模擬）、均質槽配管カバーおよび均質

槽防護カバーへのビニールシート養生などによる応急対策を実施した。 

＜評価＞ 

・設備応急班は、設備応急班の活動に関する手順に基づき、必要な装備の着装、資機材の準備および

応急対策ができていたことから、設備応急に係る対応に問題はないと評価する。 

（ｅ）消火訓練 

・消火班は、余震発生後に水処理建屋内のエアコン（非管理区域）から発生した火災に対して、消火

設備を使用した初期消火活動（模擬）および本格消火活動に必要な装備を着装し、必要な資機材の

準備、消火設備を使用した本格消火活動（模擬）を実施した。 

＜評価＞ 

・消火班は、消火班の活動に関する手順に基づき、必要な装備の着装や消火活動ができていたこと

から、初期消火に係る対応および本格消火に係る対応に問題はないと評価する。 

（ｆ）全社対策本部等（ＥＲＣ対応含む）との連携訓練 

①事業部対策本部は、六ヶ所村において震度６強の地震が発生したことに伴い、事業部対策本部長

（原子力防災管理者）からの警戒態勢発令後に、事業部連絡要員をＥＲＣ対応ブースへ派遣した。 

②事業部対策本部（ＥＲＣ情報連絡員）は、事業部連絡要員（ＥＲＣ対応者）がＥＲＣ対応ブースへ

移動している際も、事業部対策本部内の発話およびＣＯＰ（進展予測と事故収束対応の戦略、進捗

状況）の情報をもとに、携帯電話により情報提供を実施した。 

③事業部対策本部は、原災法に基づき通報した通報文、事業部対策本部長（原子力防災管理者）がＥ

ＡＬ判断した内容を記載したＥＡＬ判断根拠シート、ＣＯＰ（進展予測と事故収束対応の戦略、

進捗状況）、時系列情報、対策活動の実施状況、質問事項への回答、プラントデータやモニタリン

グポストの情報などを電子ホワイトボード、電子閲覧システム（以下、「情報共有システム」とい

う。）、ファクシミリ装置、情報共有データベースおよび音声共有システムにより、ＥＲＣ対応ブ

ースおよび全社対策本部へ適宜情報提供を行った。 
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＜評価＞ 

①事業部対策本部は、事業部対策本部の活動に関する手順に基づき、警戒態勢発令後に事業部連絡

員（ＥＲＣ対応要員）を派遣できていたことから、ＥＲＣ対応ブースへの要員派遣に係る対応に

問題はないと評価する。 

②事業部対策本部（ＥＲＣ情報連絡員）は、情報フローに基づき、事業部連絡要員（ＥＲＣ対応者）

がＥＲＣ対応ブースに移動している際も、必要な情報を随時提供できていたことから、ＥＲＣ情

報連絡員からの情報提供に係る対応に問題はないと評価する。 

③事業部対策本部は、情報フローに基づき、ＣＯＰ（設備状況）によりプラント状況および負傷者な

どの情報を随時更新するとともに、通報した通報文、作成したＥＡＬ判断根拠シートや目標設定

会議により決定した戦略、モニタリングポストデータを速やかに情報共有データベースに貼り付

けるなどにより、ＥＲＣ対応ブースおよび全社対策本部へ情報提供できていたことから、全社対

策本部（ＥＲＣ対応含む）への情報提供に係る対応に問題はないと評価する。 

（２）全社対策本部 

ａ．その他必要と認める訓練 

（ａ）全社対策本部運営訓練 

①全社対策本部長は、再処理施設の事象進展に応じて第１次緊急時態勢および第２次緊急時態勢を

発令した。 

②全社対策本部の各機能班は、事業部対策本部からの事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対

応戦略などの情報について、情報共有データベース、音声共有システムなどの情報共有ツールを

用いて入手し、全社対策本部ブリーフィングにおいて情報共有した。 

③全社対策本部の各機能班は、社外関係機関への連絡、他原子力事業者との連携および社外からの

問合せ対応を実施した。また、全社対策本部長は、事業部対策本部からの大型移送ポンプ車故障

に対する技術者の派遣および負傷者搬送用の車両手配に係る支援要請に対し、総務班（資材チー

ム）へポンプ製造メーカに対して技術者を状況安定後に現地へ派遣するよう調整を指示するとと

もに、総務班（救護チーム）へ他事業部対策本部の救護班との車両手配等の調整を指示すること

により、事業部対策本部で実施される緊急時対策活動の支援を実施した。 

＜評価＞ 
①全社対策本部長は、防災業務計画に基づき、防災体制の発令を実施することができており、体制の

確立に問題はないと評価する。 

②全社対策本部の各機能班は、全社対策本部の活動に関する手順に基づき、事業部対策本部からの

事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略などの情報を入手し、全社対策本部内で共有

できたと評価する。 

③全社対策本部の各機能班は、全社対策本部の活動に関する手順に基づき、必要な任務を果たすこ

とができたと評価する。また、全社対策本部長は、事業部対策本部からの支援要請に対し全社対

策本部を指揮し、事業部対策本部の機能班と調整して必要な支援が実施できたと評価する。 

（ｂ）ＥＲＣ対応訓練 

①ＥＲＣ対応者（全社）は、初動から事業部連絡要員到着までの間、事業部対策本部から事故・プラ

ントの状況、進展予測、事故収束対応戦略の情報について、情報共有データベース、音声共有シス

テムなどの情報共有ツールを用いて入手し、ＥＲＣプラント班との情報共有を実施した。事業部

連絡要員到着後、ＥＲＣ対応者（事業部）は、ＥＲＣ対応者（全社）から役割を引き継ぎ、ＥＲＣ
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プラント班との情報共有を実施した。 

②ＥＲＣプラント班リエゾンは、ＥＲＣプラント班との情報共有に使用した資料の配布、ＱＡ対応

を実施した。 

③１０条確認会議等対応者は、再処理施設の事象進展に応じてＥＡＬ判断時に１０条確認会議およ

び１５条認定会議の対応を実施した。 

＜評価＞ 

①ＥＲＣ対応者（全社および事業部）は、ＥＲＣ対応マニュアルに基づき、通報文、ＣＯＰ、ＥＲＣ

備付資料などを活用し、事故・プラントの状況・進展予測と事故収束対応戦略、戦略の進捗状況に

ついて、情報の優先度に応じ情報発信することができており、ＥＲＣプラント班との情報共有に

係る対応は概ね問題ないと評価する。 

ただし、電話等の代替手段を用いて情報共有はできていたものの、情報共有システムの質問事項

対応データベースが使用困難な時間帯があったことから、ＥＲＣプラント班との情報共有に係る

対応に改善が必要である。 

[１０．№２ 情報共有システムの信頼性改善 参照] 

②ＥＲＣプラント班リエゾンは、東京班対応マニュアルに基づき、即応センターと連携してＥＲＣ

プラント班へＱＡ対応などができており、ＥＲＣプラント班との情報共有に係る対応に問題ない

と評価する。 

③１０条確認会議等対応者は、再処理施設の事象進展に応じて１０条確認会議および１５条認定会

議において、ＥＡＬ判断根拠、発生事象・進展予測・事故収束対応の説明を簡潔に実施できたと評

価する。 

（ｃ）原子力事業所災害対策支援拠点対応訓練 
①全社対策本部長は、再処理事業部対策本部が警戒態勢から第１次緊急時態勢へ体制が変わったこ

とを受け、原子力事業所災害対策支援拠点（以下、「支援拠点」という。）を第一千歳平寮に設置す

るよう指示を行った。 

②指示を受けた支援拠点対応要員は、支援拠点を設置し、通信機器を立ち上げ、全社対策本部と情報

共有を実施した。 

＜評価＞ 

①全社対策本部長は、全社対策本部の運用に関する手順に基づき、支援拠点の設置を指示すること

ができたことから、支援拠点の設置に係る対応に問題はないと評価する。 

②支援拠点対応要員は、支援拠点マニュアルに基づき、支援拠点の設置および全社対策本部との情

報共有を実施することができたことから、支援拠点の運営に係る対応に問題はないと評価する。 

（ｄ）オフサイトセンター対応訓練 
・オフサイトセンター派遣要員は、通信機器の立ち上げを実施し、各施設の発災状況等の情報を入

手し、オフサイトセンター内での情報共有を実施するとともに、オフサイトセンターで得た道路

情報、自治体からの要請事項等を即応センターと情報共有した。 

＜評価＞ 
・オフサイトセンター派遣要員は、オフサイトセンター対応マニュアルに基づき、発災状況等の情

報入手および即応センターとの情報共有が適切に実施できたと評価する。 
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（ｅ）広報対応訓練 
①広報班は、事業部対策本部が作成した通報文およびプレス資料を用いて、プレス発表（模擬）およ

び記者会見（模擬）を実施した。 
②ＥＲＣ広報班リエゾンは、全社対策本部から送付されたプレス資料をＥＲＣ広報班と共有した。 

＜評価＞ 
①広報班は、広報班対応マニュアルおよび記者会見マニュアルに基づき、プレス発表（模擬）および

記者会見（模擬）を適切に実施できたと評価する。 
②ＥＲＣ広報班リエゾンは、東京班対応マニュアルに基づき、ＥＲＣ広報班との連動が実施できた

ことから、ＥＲＣ広報班リエゾンによる対応に問題はないと評価する。 
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８．前回訓練時の要改善事項への取り組み 

前回までの総合訓練において抽出した改善点に対する取り組み結果は、以下のとおりである。 

【事業部対策本部】 

No. 前回の総合訓練において抽出した主な改善点 今回の訓練への取り組み状況 
1 負傷者情報の共有不備に関する改善 

【問題】 

・救護班は、各暴露者状況を記載する「救急情報

収集票」へ必要情報の記載不足（暴露影響含

む）があったため、ＥＲＣ対応者が負傷者の重

篤度に応じて優先的にＥＲＣプラント班へ説

明していたものの詳細の汚染状況について明

確に発話するに至らなかった。 

【課題】 

①負傷者情報を示す内容が、説明するタイミン

グで正確な情報を説明できる内容となってい

ること。 

②情報発信の優先度が明確であること。 

【原因】 

①救護班は、速やかに情報共有することを第１

に考えたため、「救急情報収集票」に初動時確

認した内容のみ記載したことから、負傷者の

状態の共有が遅れた。 

 

 

 

②ＥＲＣ対応手順に記載する情報発信の優先度

（負傷者情報の重要度）が不明確であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①-1 負傷者情報の初動時、処置終了時などの

タイミングで何を共有するのかを手順

に明記するとともに、分かりやすいフォ

ーマットに修正する。 

①—2 ＥＲＣ備付資料に、フッ化水素暴露以外

の人体影響に関する説明ができる資料

を追加する。 

②情報発信の優先度（負傷者情報の重要度）を

再整理する。 

【評価】 

①-1 救護班は、負傷者情報入力フォーマット

を必要な報告タイミング毎に色分けし、

その内容を手順に反映することにより、

情報共有するタイミングが明確になり、

状況がわかりやすくなったことから、対

策は有効であった。なお、今後も継続的

に対策の有効性について確認していく。

（完了） 

①—2 加工施設内で使用するフッ化水素以外の

化学薬品による影響は、安全データシー

ト（ＳＤＳ）を取り纏めた資料を使用す

ることとし、個別訓練により説明できる

ことを確認したことから、対策は有効で

あった。なお、今後も継続的に対策の有

効性について確認していく。（完了） 

②個別訓練等により、負傷者発生時の対処状況

を手順どおり実施できることを確認し、今回

の訓練においても、手順どおりのタイミング

で説明をしていたことから、対策は有効であ

った。なお、今後も継続的に対策の有効性に

ついて確認していく。（完了） 
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No. 前回の総合訓練において抽出した主な改善点 今回の訓練への取り組み状況 
2 ＣＯＰ③（戦略シート）の作成不備に関する改善 

【問題】 

・事業部対策本部は、事象収束に重要な戦略を記

載するＣＯＰ③（戦略シート）の内容について

明確なものでなかった。 

【課題】 

①事象対処に対する第２、第３の矢とする明確

な戦略が示され、ＣＯＰ③（戦略シート）の視

認性が向上して共有できること。 

②戦略を全体で共有して、明確かつ正確な戦略

内容で対処できること 

【原因】 

①対策本部は、ブリーフィング、目標設定時の発

話が不明確であったとともに、戦略に対する

優先順位付けを誤っていた。 

 

 

 

 

②対策本部が発話した内容を運転管理班がＣＯ

Ｐ③（戦略シート）に反映する運用としている

が、対策本部は記載内容を確認していなかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①-1 ＣＯＰ③（戦略シート）を対処方法や対

処時間などがより分かりやすいフォー

マットに修正するとともに、事象毎の戦

略をテンプレート化する。 

①-2 ＥＲＣ配備資料に記載する事象対処フロ

ーを修正し、ＣＯＰ③（戦略シート）と

整合を図って、説明できるようにする。 

②ＣＯＰ③（戦略シート）を作成する対応体制

の検討を行う。 

 

 

【評価】 

①-1 運転管理班は、ＣＯＰ③（戦略シート）

をレイアウト変更して視認性を向上さ

せるとともに、事象毎の戦略をテンプレ

ート化したことにより、事象毎の戦略を

明確に示すことができていたことから

対策は有効であった。（完了） 

①-2 運転管理班は、ＥＲＣ備付け資料に記載

する事象対処フローを事象対処との整

合を図って修正し、その内容をＣＯＰ③

（戦略シート）に記載したことにより、

事象毎の戦略が明確にわかりやすく説

明することができていたことから対策

は有効であった。（完了） 

②ＣＯＰ③（戦略シート）を作成する専属の要

員（本部員）を配置し、対策本部が発話した

内容を入力するとともに、対策本部が記載し

ている内容を確認する体制に変更したこと

により戦略に関する共有情報の明確化、正確

化が図られたことから、対策は有効であっ

た。（完了） 
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【全社対策本部】 

No. 前回の総合訓練において抽出した主な改善点 今回の訓練への取り組み状況 
3 ファクシミリ装置の時刻設定不備に関する改善 

【問題】 

・送信した通報文のヘッダー部分に印字された

時刻が、実際のＦＡＸ送信時間より約４０分

進んでいた。 

【課題】 

①設備点検などにおける点検項目に時刻確認の

項目が設定されていること。 

②日常点検で時間の誤差がないこと。 

【原因】 

①作業実施部署は、設備停止時にサーバ側の内

部時計に時刻の誤差が生じてしまったが、作

業後の時刻確認の確認項目がなかったため、

確認を行っていなかった。 

②日常点検実施部署は、電源状態、機能確認のみ

で、時刻表示の誤差確認まで実施していなか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①作業実施部署は、点検手順に作業後の時刻確

認を追加し、時刻に誤差が生じている場合

は、修正して復旧する。 

 

②日常点検実施部署は、点検手順に時刻確認

（差異有無）を明確化するとともに、時刻の

誤差があった場合は、修正する。 

 

【評価】 

①作業実施部署は、点検に必要な点検手順書

に作業終了後の時刻確認を追加し、時刻に

誤差が生じている場合は、手順どおり時刻修

正ができていることから、対策は有効であっ

た。なお、今後も継続的に対策の有効性につ

いて確認していく。（完了） 

②日常点検実施部署は、日常点検手順書に時刻

確認を追加し、時刻に誤差が生じている場合

は、手順どおり時刻修正ができていることか

ら、対策は有効であった。 

なお、今後も継続的に対策の有効性につい

て確認していく。（完了） 

 

    ※ 事業部対策本部で確認された改善事項であるが、事実確認による原因および全社大に係る改善点で

あるため、全社対策本部での対応とした。 
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No. 前回の総合訓練において抽出した主な改善点 今回の訓練への取り組み状況 
4 プラントデータ情報の共有不備に関する改善 

【問題】 

・ＥＲＣ対応者は、ＥＲＣプラント班への情報

共有開始後、初動時のプラント状況説明に必

要な「初動対応シート」を用いた説明を実施

せず、事象対処時などのタイミングでは、必

要なプラントデータの報告を行っていなかっ

た。 

【課題】 

①手順のとおりの資料で説明できること。 

②事象対処などのタイミングにおいて、常にプ

ラントがどのような状態かわかるように説明

すること。 

【原因】 

①ＥＲＣ統括者は、ＥＲＣプラント班との情報

共有開始時に、他の情報で説明し、必要事項は

説明済みと判断し、プラントデータを記載し

ている「初動対応シート」による説明を手順ど

おり実施しなかった。 

②プラントデータに関する情報発信の優先度

は、ＥＡＬ判断に用いるモニタリングポスト

情報だけは明確化していたが、プラントデー

タに関する優先度およびタイミングが明確で

はなかったことから、状況に応じた説明がで

きなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①初動対応時において説明に使用する資料の

優先順位などを明確化するとともに、説明方

法に関する手順の充実を図る。 

 

 

②プラントデータに関する情報発信の優先度

を明確化するとともに、説明方法に関する手

順の充実を図る。 

 

 

 

【評価】 

①個別訓練において、手順どおり「初動対応

シート」を使用して、説明を実施すること

ができたことから対策は有効であった。 

なお、今後も継続的に対策の有効性につい

て確認していく。（完了） 

②プラントデータに関する情報の発信優先度

およびタイミングを整理し、手順に反映した

ことにより、ＥＲＣ対応者は、状況に応じた

説明が実施できていたことから対策は有効

であった。なお、今後も継続的に対策の有効

性について確認していく。（完了） 
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９．訓練の評価 

「濃縮事業部における訓練に係る中期計画（２０２３年度）」および「全社対策本部原子力防災訓練中

期計画」に基づき、当社４施設（再処理施設・廃棄物管理施設・加工施設・廃棄物埋設施設）同時発災

および現実的なシナリオのもとで、情報発信能力および緊急時対応能力の確認ならびに前年度訓練の課

題改善・検証をねらいとした訓練を実施した結果、事象収束後の態勢縮小方法や情報共有に必要な情報

共有システムについて改善すべき事項が確認されたものの、原子力災害に対する対応に大きな支障はな

く、情報発信能力および緊急時対応能力の維持・向上を図ることができていると評価する。 

「１．訓練の目的・目標」に記載した達成目標についての評価結果は以下のとおり。 

【事業部対策本部】 

（１）「全社対策本部との情報共有が実施できること」 

評  価：「７．（１）ｅ．（ａ）事業部対策本部対応訓練」、「７．（１）ｅ．（ｆ）全社対策本部（Ｅ

ＲＣ対応含む）との連携訓練」に示すとおり、ＥＲＣ対応ブースへの情報共有に対して、

初動時情報提供シートやＥＡＬ判断根拠、通報文、ＣＯＰ（進展予測と事故収束対応の

戦略、進捗状況）、対策活動の実施状況、質問事項への回答、プラントデータやモニタリ

ングポストの情報などを電子ホワイトボード、情報共有システム、情報共有データベー

スおよび音声共有システムにより、リアルタイムに発信することができたことから、全

社対策本部との情報共有については、目標を概ね達成できたと評価する。 

ただし、事象収束後の態勢縮小方法について改善が必要と評価する。 

[１０．№１ 事象収束後の態勢縮小方法に関する改善 参照] 

 （２）「４施設同時発災時による支援・協力対応ができること」 

評  価：「７．（１）ｅ．（ａ）事業部対策本部対応訓練」に示すとおり、事業部対策本部は、情報

共有ツールによる再処理事業部対策本部から全社対策本部への応援要請（再処理事業部

からの負傷者搬送車両貸与）に対する状況を把握し、支援、協力活動可能な状況を把握

して、汚染者搬送車両貸与準備はできていたため、４施設同時発災時による支援・協力

対応については、目標を達成できたと評価する。 

 （３）「新情報共有システムを用いて情報共有ができること」 

評  価：「７．（１）ｅ．（ｆ）全社対策本部（ＥＲＣ対応含む）との連携訓練」に示すとおり、Ｅ

ＲＣ対応ブースへの情報共有のうち、ＥＲＣプラント班へ説明が必要な対策活動の実施

状況、質問事項および回答は情報共有システムにより、リアルタイムに情報共有するこ

とができたことから、情報共有システムを用いた情報共有については、目標を達成でき

たと評価する。 

（４）「現場と緊急時対策所が連携し、事象収束活動ができること」 

評  価：「７．（１）ａ．通報訓練」、「７．（１）ｂ．救護訓練」、「７．（１）ｃ．モニタリング訓

練」、「７．（１）ｄ．避難誘導訓練」、「７．（１）ｅ．（ａ）事業部対策本部対応訓練」、

「７．（１）ｅ．（ｂ）運転管理訓練」、「７．（１）ｅ．（ｃ）放水訓練」、「７．（１）ｅ．

（ｄ）設備応急訓練」および「７．（１）ｅ．（ｅ）消火訓練」に示すとおり、警戒事象の

発生から設備異常が発生したことを想定した実動訓練を実施し、手順どおり対応するこ

とができたことから目標を達成できたと評価する。 
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【全社対策本部】 

（５）「社内外との情報共有」 

評  価： ①「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、全社対策本部の各機能

班は、事業部対策本部と社内情報共有ツールにより情報共有できたと評価する。 

②「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、全社対策本部の各機能

班は、全社対策本部内において全社対策本部ブリーフィングにより、情報共有できた

と評価する。 

③「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、全社対策本部の各機能

班は、入手した情報を基に社外関係箇所に情報発信できたと評価する。 

④「８．前回訓練時の要改善事項への取り組み 全社対策本部」に示すとおり、前回ま

での訓練課題について、改善策は有効に機能していると評価する。 

上記のとおり、いずれの検証項目についても問題なく実施できたことから、社内外との

情報共有については、目標を達成できたと評価する。 

（６）「事業部対策本部の支援」 

評  価：①「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、事業部対策本部からの

支援要請に対して、支援する対応班を決定するなど全社対策本部内で意思決定し、手

順どおり支援活動に関する対応ができたと評価する。 

②「７．（２）ａ．（ａ）全社対策本部運営訓練」に示すとおり、事業部対策本部からの

支援要請に対し、事業部対策本部の機能班と調整して必要な支援が実施できたと評価

する。 

上記のとおり、いずれの検証項目についても問題なく実施できたことから、事業部対策

本部の支援については、目標は達成できたと評価する。 

（７）「新情報共有システムを用いて情報共有ができること」 

評  価：「７．（２）ａ．（ｂ）ＥＲＣ対応訓練」に示すとおり、ＥＲＣプラント班へ説明が必要な

対策活動の実施状況、質問事項および回答は情報共有システムにより、不備なくリアル

タイムに情報共有することができたことから目標は概ね達成できたと評価する。 

ただし、情報共有システムの信頼性について改善が必要と評価する。 

[１０．№２ 情報共有システムの信頼性に関する改善 参照] 
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の訓練において、抽出した主な改善点は以下のとおりである。 

 

【事業部対策本部】 

No. 今回の総合訓練において抽出した主な改善点 対策 
1 事象収束後の態勢縮小方法に関する改善 

【問題】 

他事業部が事故事象対処中において、特定事

象（ＳＥ）や緊急事態事象（ＧＥ）の発令タ

イミングであったのにも関らず、手順通りに

事象収束が完了後、態勢縮小に係る判断を全

社対策本部長へ報告した際に、事業部対策本

部長と全社対策本部長との協議に時間を要

した。 

 

【課題】 

社内において態勢縮小のタイミングを判断

して、スムーズに実施できること。 

 

【原因】 

態勢縮小の際の確認事項（事象収束後の対

応、他事業部の対応状況や要員待機の必要性

など）が定まっていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

態勢縮小にあたり必要な確認事項（事象収

束後の対応、他事業部の対応状況や要員待

機の必要性など）を社内規定に定める。 
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【全社対策本部】 

No. 今回の総合訓練において抽出した主な改善点 対策 
2 情報共有システムの信頼性に関する改善 

【問題】 

①再処理事業部緊急時対策所において通信ネ

ットワークが使用できなくなる時間帯があ

った。 

②電話等の代替手段を用いて情報共有はでき

ていたものの、情報共有システムのＱＡデー

タベースが使用困難な時間帯があった。 

 

【課題】 

同時発災などにより、多人数が情報共有シス

テムを利用しても不備なく使用できること。 

 

【原因】 

①緊急時に使用する情報共有システムが、通常

業務で使用するものと同一の通信ネットワ

ークを用いていた。また、帯域不足もあり回

線輻輳が発生した。 

②情報共有システム更新の際、様々な使用方法

を想定した確認テストを実施しなかったた

め、バグ防止プログラムが適用されていない

ことに気づかなかった。その結果、システム

には既知のバグが残っており正常に動作し

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

①ネットワーク接続構成を変更し、通常業務で

発生する通信が緊急時に使用する通信に影

響を与えないようにする。また、通信ネット

ワークの帯域増強を実施する。 

②情報共有システムの受入検査時および更新

時には、様々な使用方法を想定した確認テス

トを実施するとともに、個別訓練などによる

検証を実施する。 

 

※ 事業部対策本部で確認された改善事項であるが、事実確認による原因および全社大に係る改善点で

あるため、全社対策本部での対応とする。 

以 上 
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別紙２ 

 

防災訓練の結果の概要（個別訓練） 

１．訓練の目的・目標 

本訓練は、「濃縮・埋設事業所 濃縮事業部 原子力事業者防災業務計画 第２章第５節２」に基づき、実

施するものである。 

なお、今年度の訓練についても、令和４年度第２８回原子力規制委員会において継続決定した「施設の

特徴に応じた現実的なシナリオに基づく訓練（２部制訓練）の実施方針」に従い、２部制（緊急時対策所

や本社の対応訓練（現場実動無））による訓練を実施した。 

濃縮事業部対策本部（以下、「事業部対策本部」という。）および全社対策本部の訓練目的を以下に示す。 

【事業部対策本部】 

本訓練は、「濃縮事業部における訓練に係る中期計画（２０２３年度）」に基づき、原子力災害発生時

において手順に基づく情報発信ができることについて確認する。 

本訓練における事業部対策本部の活動の達成目標および検証項目は次のとおり。 

（１）「確実な通報・連絡ができること」 

達成目標：所定時間内での通報連絡できること 

検証項目：①適切な通報様式を用いて、所定時間内に通報・連絡ができること 

②通報文チェックツールを用いて、通報文の発信前確認ができること 

③事象進展に応じて、適切な間隔で第２５条報告ができること 

（２）「事業部対策本部と全社対策本部間の情報共有ができること」 
達成目標：ＥＡＬ判断および防災体制を発令し、全社対策本部へ情報共有できること 

検証項目：適切なタイミングでＥＡＬ判断および防災体制を発令するとともに、全社対策本部へ

情報共有ツールにより情報共有できること 

【全社対策本部】 

本訓練は、「全社対策本部 原子力防災訓練中期計画」に基づき、濃縮・埋設事業所内での加工施設お

よび廃棄物埋設施設の原子力災害同時発災時における情報発信能力を確認する。 

本訓練における全社対策本部の活動の達成目標および検証項目は次のとおり。 

（３）「ＥＲＣプラント班と情報共有ができること」 

達成目標：ＥＲＣプラント班に対して、情報共有ツール等を活用して、タイムリーにかつ確実に情

報共有ができること 

検証項目：全社対策本部事務局は、各事業部のＣＯＰ等を活用して、情報の優先度に応じてＥＲ

Ｃプラント班と情報共有できること  

（４）「１０条確認会議および１５条認定会議時に適切な対応ができること」 

達成目標：１０条確認会議および１５条認定会議時に適切な対応ができること 

検証項目：１０条確認会議等対応者は、１０条確認会議および１５条認定会議時において、ＥＡ

Ｌ判断根拠、発生事象・進展予測・事故収束対応の説明を簡潔に説明できること 
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２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

  ２０２３年１２月１４日（木） １３：３０～１５：００（社内反省会含む。） 

＜気象条件※1＞ 天候：晴れ、温度：５℃、風向：南南東、風速：４ｍ/ｓ、大気安定度：Ｄ 

※１：天候、温度、風向、風速、大気安定度は訓練想定により固定条件として設定 

（２）対象施設 

    加工施設 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価体制 

濃縮事業部、全社対策本部から評価者を配置し、事業部対策本部および全社対策本部の活動状況を

評価するとともに、訓練終了後に事業部対策本部と全社対策本部による反省会および各班での自己評

価を行い、課題の抽出を行った。 

（３）参加人数 

事業部対策本部     訓練参加者：１２名（訓練コントローラ４名を含む。） 

評 価 者： １名（社内１名） 

全社対策本部   訓練参加者：１４名（訓練コントローラ１０名を含む。） 

評 価 者： １名（社内１名） 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

  平日日中（訓練開始１５分前）に発生した地震により、２号発回均質室内の機器が損傷し、ＵＦ６漏えい

発生している状況から訓練を開始し、原災法第１５条事象に至る原子力災害を想定する。 

詳細は以下のとおり。 

（１）施設運転状況設定 

カスケード設備：生産運転中、均質槽：１基液化中 
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（２）訓練開始前の事象概要（訓練前提条件内容） 

時刻 発生事象 等 

12/14 13:15 地震発生（六ヶ所村 震度６弱） 

・地震インターロック全て作動（外部電源正常確認） 

・２号発回均質室内で液化中の２号均質槽Ｄが損傷（配管カバー内配管亀裂）し、ＵＦ６漏

えい発生 

13:20 六ヶ所村 震度６弱を確認 

【警戒事態該当事象】 

「六ヶ所村において、震度６弱以上の地震発生」を原子力防災管理者が判断 

警戒態勢を発令、事業部対策本部設置 

排気用モニタ指示値上昇および２号発回均質室内（第１種管理区域内）２号工程用モニタ指

示値上昇 

13:23 ２号均質槽Ｄ重量低下 

13:24 建屋送排風機停止操作実施（２号発回均質棟系送排風機停止操作不可） 

13:25 モニタリングポストNo.２およびNo.３の指示値上昇 
13:29 ２号発回均質棟系送排風機 電源ＯＦＦ操作により停止 

（３）訓練開始後の事象概要 

時刻 発生事象 等 

12/14 13:35 排気用モニタによる測定（デジタルレートメータ）において、７.５×１０４ｃｐｍ以上の計

測値を検出 

【原災法第１０条事象、第１５条事象】 

通常放出経路での気体放射性物質の放出を原子力防災管理者が判断 

   13:37 【１５条認定会議開催】 

 原子力規制委員会（模擬）は、原子力緊急事態が発生したと認定 

13:41 工場入域者全て退避完了。負傷者なしを確認 

13:45 モニタリングポストNo.２およびNo.３の指示値 ２地点同時５μＳｖ／ｈ以上を検出 

【原災法第１０条事象、第１５条事象】 

「敷地境界付近の放射線量の上昇」を原子力防災管理者が判断 

13:49 ２号発均棟西側扉損傷（扉上部左側および扉下部右側に隙間あり）、損傷個所から白煙確認 

13:59 ２号発回均質室入口シャッタ前カーテン布設および目張り完了 

14:00 ２号発回均質室前チェンジングルーム設置完了 

14:03 ２号均質槽Ｄ損傷（配管カバー内配管亀裂）箇所へのＣＯ２消火器による冷却処置完了 

14:06 建屋への放水開始および２号発回均質棟屋上散水装置起動 

14:11 ２号均質槽Ｄ損傷（配管カバー内配管亀裂）箇所への応急処置完了 

建屋への放水および２号発回均質棟屋上散水装置停止 

14:14 ２号発回均質棟西側扉（屋外）への応急措置完了 

14:15 モニタリングポスト№２および№３の指示値が平常値（0.02μSv/h）付近まで低下を確認 

14:16 排気用モニタのろ紙交換完了 

14:27 加工施設 訓練終了 

５．防災訓練の項目 

  個別訓練 
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６．防災訓練の内容 

本訓練は、プレーヤーへ訓練シナリオを事前通知しない「シナリオ非提示型」により実施した。 

また、訓練進行管理を行う訓練コントローラは、訓練中にプレーヤーに対して資料配付や電話連絡など

を行い、シナリオ進行に必要な状況付与を行った。 

（１）事業部対策本部 

ａ．通報訓練 

ｂ．その他必要と認める訓練 

（ａ）事業部対策本部対応訓練 

（２）全社対策本部 

ａ．その他必要と認める訓練 

（ａ）全社対策本部運営訓練 

（ｂ）ＥＲＣ対応訓練 

 

７．防災訓練の結果の概要 

（１）事業部対策本部 

ａ．通報訓練 

①本部事務局は、通報文記入例をもとに通報文を作成するとともに、確認チェックシートを用いて

チェックを行い、事業部対策本部長（原子力防災管理者）のＥＡＬ判断に応じた通報文の作成を

実施した。 

②本部事務局は、あらかじめ設定した通報連絡の目標時間内に通報連絡ができるよう、タイムキー

パーにより通報連絡の時間を管理し、一斉通報装置を用いて社外関係機関へ通報連絡を実施した。 

＜評価＞ 

①本部事務局は、本部事務局の活動に関する手順に基づき、通報文をチェックすることにより、通報

文を不備なく作成できていたことから、通報連絡に係る対応に問題はないと評価する。 

②本部事務局は、本部事務局の活動に関する手順に基づき、タイムキーパーにより通報連絡目標時

間を管理し、所定時間内（特定事象：目標１５分に対し最大１２分、第２５条報告：概ね３０分毎

および事象進展毎）に通報連絡を実施できていたことから、通報連絡に係る対応に問題はないと

評価する。 

ｂ．その他必要と認める訓練 

（ａ）事業部対策本部対応訓練 

①事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、事象進展を踏まえたＥＡＬの判断、防災体制の発令、

事故・プラント状況の把握および戦略の決定を実施した。 

②事業部対策本部は、原災法に基づき通報した通報文、事業部対策本部長（原子力防災管理者）が 

ＥＡＬ判断した内容を記載したＥＡＬ判断根拠シート、ＣＯＰ（進展予測と事故収束対応の戦略、

進捗状況）、時系列情報、対策活動の実施状況、プラントデータやモニタリングポストの情報など

を電子ホワイトボード、情報共有システム、ファクシミリ装置、情報共有データベースおよび音

声共有システムにより、ＥＲＣ対応ブースおよび全社対策本部へ適宜情報提供を行った。 

③本部事務局は、原子力防災管理者によるＥＡＬ判断および防災体制の発令により、その旨の連絡

を通報文および電話連絡にて実施した。 
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＜評価＞ 

①事業部対策本部長（原子力防災管理者）は、現場からの情報により発災事象の確認を行い、事業 

部対策本部の活動に関する手順に基づき、ＥＡＬ該当判断および防災体制の発令などができてい

たことから、体制構築に係る対応に問題はないと評価する。 

②事業部対策本部は、情報フローに基づき、ＣＯＰ（設備状況）によりプラント状況などの情報を 

随時更新するとともに、通報した通報文、作成したＥＡＬ判断根拠シートや目標設定会議により

決定した戦略、モニタリングポストデータを速やかに情報共有データベースに貼り付けるなどに

より、ＥＲＣ対応ブースおよび全社対策本部へ情報提供できていたことから、全社対策本部（Ｅ

ＲＣ対応含む）への情報提供に係る対応に問題はないと評価する。 

③本部事務局は、本部事務局の活動に関する手順に基づき、通報連絡を行うことができていたと評

価する。 

（２）全社対策本部 

ａ．その他必要と認める訓練 

（ａ）全社対策本部運営訓練 

①全社対策本部長は、原子力防災管理者からの連絡に基づき、事象進展に応じて第１次緊急時態勢

および第２次緊急時態勢を発令した。 

②本部事務局は、事業部対策本部からの事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略などの

情報について、情報共有データベース、音声共有システムなどの情報共有ツールを用いて入手し、

全社対策本部ブリーフィングにおいて情報共有した。 

＜評価＞ 
①全社対策本部長は、防災業務計画に基づき、防災体制の発令ができており、防災体制の確立に問題

ないと評価する。 

②本部事務局は、全社対策本部の活動に関する手順に基づき、事業部対策本部からの事故・プラント

の状況、進展予測、事故収束対応戦略などの情報を入手し、全社対策本部内で共有できたと評価

する。 

（ｂ）ＥＲＣ対応訓練 

①ＥＲＣ対応者（濃縮）は、事業部対策本部から事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦

略の情報について、情報共有データベース、音声共有システムなどの情報共有ツールを用いて入

手し、ＥＲＣプラント班との情報共有を実施した。 
②１０条確認会議等対応者は、ＥＡＬ判断時に１５条認定会議の対応を実施した。 

＜評価＞ 

①ＥＲＣ対応者（濃縮）は、ＥＲＣ対応マニュアルに基づき、ＣＯＰ・戦略シート等を活用して、事

故・プラント状況・進展予測と事故収束対応戦略、戦略の進捗状況について、情報の優先度に応じ

た目標時間内にＥＲＣプラント班と情報共有できたと評価する。 
②１０条確認会議等対応者は、１５条認定会議において、ＥＡＬ判断根拠、発生事象・進展予測･事

故収束対応の説明を適切にできたと評価する。 
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８．訓練の評価 

「濃縮事業部における訓練に係る中期計画（２０２３年度）」および「全社対策本部原子力防災訓練中

期計画」に基づき、廃棄物埋設施設との同時発災時において、手順に基づく情報発信ができることにつ

いて確認した結果、原子力災害に対する対応に大きな支障はなく、情報発信能力の維持・向上を図るこ

とができていると評価する。 

「１．訓練の目的・目標」に記載した達成目標についての評価結果は以下のとおり。 

【事業部対策本部】 

（１）「確実な通報・連絡ができること」 

評  価：①「７．（１）ａ．通報訓練」に示すとおり、原災法該当事象発生時において、手順に基

づき、適切な通報様式を用いて、所定時間内に通報・連絡ができたと評価する。 

②「７．（１）ａ．通報訓練」に示すとおり、通報文チェックツールを用いて、通報文の

発信前確認ができたと評価する。 

③「７．（１）ａ．通報訓練」に示すとおり、第２５条報告は事象進展や応急復旧などの

タイミングで、手順に基づいた通報連絡の対応ができたと評価する。 

上記のとおり、いずれの検証項目についても問題なく実施できたことから、目標は達成

できたと評価する。 

（２）「事業部対策本部と全社対策本部間の情報共有ができること」 

評  価：「７．（１）ｂ．（ａ）事業部対策本部対応訓練」に示すとおり、事業部対策本部は、適切

なタイミングでのＥＡＬ判断および防災体制を発令し、社内情報共有ツールなどを使用

してＥＲＣ対応ブースおよび全社対策本部に対して、手順および情報フローに基づき、

情報提供できたことから、目標は達成できたと評価する。 

【全社対策本部】 

（３）「ＥＲＣプラント班と情報共有ができること」 

評  価：「７．（２）ａ．（ｂ）ＥＲＣ対応訓練」に示すとおり、全社対策本部は、ＣＯＰ・戦略シ

ートなどを活用して、事故・プラントの状況・進展予測と事故収束対応戦略、戦略の進

捗状況について、情報の優先度に応じてＥＲＣプラント班と情報共有できたことから目

標は達成できたと評価する。 

（４）「１０条確認会議および１５条認定会議に適切に対応できること」 
評  価：「７．（２）ａ．（ｂ）ＥＲＣ対応訓練」に示すとおり、１５条認定会議において、ＥＡＬ

判断根拠、発生事象・進展予測・事故収束対応について簡潔に説明できていたことから

目標は達成できたと評価する。 

 

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の訓練において、抽出した改善点は特になし。 

 

 

以 上 
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別紙３ 

防災訓練の結果の概要（個別訓練） 

１．訓練の目的 

本訓練は、「濃縮･埋設事業所 濃縮事業部 原子力事業者防災業務計画」に基づき実施する個別訓

練であり、訓練を繰り返し行うことにより、手順書等の適用性や個々の知識・対応能力の習熟を目的と

している。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

２０２２年１１月８日（火）～２０２３年１２月１４日（木） 

（２）対象施設 

加工施設 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練毎に実施責任者を設け、実施担当者が訓練を実施した。 

（２）評価体制 

定められた手順書等に基づき、各班の対策活動が適切に実施できるかを実施責任者が評価した。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

なお、訓練者は参加人数には含めない。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

【濃縮事業部対策本部】 

（１）通報訓練 

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および第１５条事象が発生し、通報連絡が必要となる

状況を想定した。 

（２）救護訓練 

加工施設内にいる作業員等が、放射性物質により汚染または地震等により作業員等が負傷し、

救護が必要となる状況を想定した。 

（３）モニタリング訓練 

放射性物質が建屋内外等に放出が発生し、建屋内および敷地内の放射線または空気中の放射能

濃度上昇の可能性があり、モニタリング等が必要となる状況を想定した。 

（４）避難誘導訓練 

加工施設内にいる作業員等の退避が必要となる状況を想定した。 
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（５）その他必要と認める訓練 

ａ．事業部対策本部対応訓練 

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および第１５条事象が発生し、全社対策本部の設置

および事業部対策本部との情報共有等が必要となる状況を想定した。 

ｂ．運転管理訓練 

放射性物質が建屋内外等に放出される可能性があり、プラント停止等が必要となる状況を想

定した。 

ｃ．放水訓練 

放射性物質が建屋内外等に放出される可能性があり、建屋に放水等が必要となる状況を想定

した。 

ｄ．設備応急訓練 

建屋、設備および機器の破損箇所から放射性物質が放出され、損傷箇所の応急措置が必要と

なる状況を想定した。 

ｅ．消火訓練 

放射性物質が建屋内外等に放出されている環境下で火災が発生し、化学消防車等による消火

活動が必要となる状況を想定した。 

ｆ．全社対策本部等（ＥＲＣ対応含む）との連携訓練 

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および第１５条事象が発生し、ＥＲＣ対応が必要と

なる状況を想定した。 

【全社対策本部】 

（１）その他必要と認める訓練  
ａ．全社対策本部運営訓練  

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および第１５条事象が発生し、全社対策本部の設置

および事業部対策本部との情報共有等が必要となる状況を想定した。  
ｂ．ＥＲＣ対応訓練  

警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および第１５条事象が発生し、ＥＲＣ対応が必要と

なる状況を想定した。  
ｃ．原子力事業所災害対策支援拠点対応訓練  

原災法第１０条事象が発生し、原子力緊急事態が懸念される状況下で、原子力事業所災害対

策支援拠点施設（以下、「支援拠点」という。）への要員派遣および支援拠点の設営等が必要と

なる状況を想定した。  
ｄ．原子力災害対策支援資機材操作訓練  

原災法第１０条事象が発生し、原子力緊急事態が懸念される状況下で、原子力緊急事態支援

組織からの要員派遣および派遣要員による遠隔操作資機材の操作支援が必要となる状況を想定

した。  
ｅ．オフサイトセンター対応訓練  

原災法第１０条事象が発生し、原子力緊急事態が懸念される状況下で、オフサイトセンター

への要員派遣および派遣要員による初動対応等が必要となる状況を想定した。  
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ｆ．広報対応訓練  
警戒事態該当事象、原災法第１０条事象および第１５条事象が発生し、状況に応じてプレス

センター開設等が必要となる状況を想定した。 
 

５．防災訓練の項目 

個別訓練 

 

６．訓練結果の概要（添付資料参照） 

各個別訓練の結果の概要は「添付資料」に記載のとおり。 
 

７．訓練の評価 

各個別訓練の評価結果は「添付資料」に記載のとおり。 

 

８．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

各個別訓練における改善点および今後に向けた改善点は「添付資料」に記載のとおり。 

 

〈添付資料〉 

個別訓練の概要 

以 上 



 

添付資料（１／８） 

個別訓練の概要 

 

【濃縮事業部対策本部】 

 １．通報訓練（実施回数：２７回、参加人数：延べ１９４名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・ＥＡＬ判断基準に基づく通報区分、通報様

式および通報連絡先の確認を実施 

・ＥＡＬ該当事象の発生等を想定した通報

連絡および着信確認（資機材操作含む。）

を実施 

・緊急時対策所の通信機器が使用できない

場合の代替手段の確認を実施 

①本部事務局班長 

②本部事務局員、連絡責任者 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 
２．救護訓練（実施回数：７回、参加人数：延べ７７名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・負傷者の発生を想定し、負傷者の引渡し、

負傷者の情報伝達方法の確認、治療のため

に健康管理室または保健管理建屋までの

搬送、外部機関への連絡対応を実施 

①救護班長 

②救護班員 

良 ・負傷者情報入力フォーマット

の見直し。 

（詳細は、別紙２－１「８．前

回訓練時の要改善事項への取

り組み」のとおり） 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

・負傷者を公設消防および救護班へ引渡す 

までの汚染者の身体サーベイ、除染、汚染

拡大防止、除染機材の取扱い（防護服装備

の着装訓練含む。）を実施 

・フッ化水素暴露者（複数発生時含む。）へ

の対処および汚染拡大防止を実施 

・チェンジングルーム等の迅速な資機材移 

動および設営を実施 

①放射線管理班長 

②放射線管理班員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 



 

添付資料（２／８） 
 
３．モニタリング訓練（実施回数：２６回、参加人数：延べ２８２名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・サーベイメータによる線量当量率および 

表面汚染密度測定、可搬式ダストサンプラ

によるダスト測定等を実施 

・モニタリングポスト／気象観測データ監

視システムの監視および建屋周辺のフッ

化水素濃度測定対応を実施 

・モニタリングカーによる環境放射線のモ

ニタリングおよび大気浮遊じんのサンプ

リング・測定を実施 

①放射線管理班長 

②放射線管理班員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 
４．避難誘導訓練（実施回数：２２回、参加人数：延べ１５８名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・通常使用する避難経路の確認および通行 

不可を想定し、行方不明者の捜索・救助方

法を含めた避難誘導等を実施 

・現場活動の情報収集、携帯用装備台帳の 

操作確認および現場救助用資機材などの

着装を実施 

①総務班長 

②総務班員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

・中央制御室からページング装置を使用し

た現場作業員への避難誘導を実施 

①運転管理班長 

②運転管理班員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

・管理区域の出入管理（外部電源喪失時等含

む。）、管理区域内の避難者状況の確認およ

び非常扉等からの退出者の措置対応を実

施 

①放射線管理班長 

②放射線管理班員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 



 

添付資料（３／８） 

 

５．その他必要と認める訓練 

（１）事業部対策本部対応訓練（実施回数：２回、参加人数：延べ１８０名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・事業部対策本部の設置、防災体制の発令、

ＥＡＬ判断、発話等に関する総括活動を実

施 

・クロノロジーシステム(情報共有システ

ム)の操作方法の確認を実施 

①訓練事務局 

②原子力防災要員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

（２）運転管理訓練（実施回数：４０回、参加人数：延べ４０７名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・中央制御室および現場における異常時対

処を実施 

・ＣＯＰおよびクロノロジーシステム入力

の実施 

①運転管理班長 

②運転管理班員 

良 ・ＣＯＰ③（戦略シート）フォ

ーマットの見直し。 

・事象対処フローの修正。 

（詳細は、別紙２－１「８．前

回訓練時の要改善事項への取

り組み」のとおり） 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

（３）放水訓練（実施回数：１４回、参加人数：延べ１１１名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・化学消防車および屋外消火栓を使用した

実放水を実施 

・化学消防車および防火水槽を使用した実

放水を実施 

・屋上放水装置および耐震貯水槽を使用し

た実放水を実施 

①消火班長 

②消火班員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 



 

添付資料（４／８） 

 

（４）消火訓練（実施回数：５９回、参加人数：延べ４８１名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・空気呼吸器の装着および化学消防車の操 

作による実放水を実施 

・可搬式消火ポンプおよび屋外消火栓を用 

いた実放水を実施 

①消火班長 

②消火班員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

・空気呼吸器の装着および消火活動に使用 

する資機材の使用方法の確認を実施 

①運転管理班長 

②運転管理班員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

（５）設備応急訓練（実施回数：３０回、参加人数：延べ２５５名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・屋内外へＵＦ６が漏えいした場合を想定

し、防護具装着および重大事故用資機材に

よる応急復旧活動を実施 

①設備応急班長 

②設備応急班員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

（６）ＥＲＣ対応訓練（実施回数：２回、参加人数：延べ１０名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・ＥＲＣ対応および他社事例等の確認を実

施 

・ＥＲＣプラント班（社内模擬）を設置して、 

対応機器や資機材によるＥＲＣプラント

班に対する情報提供に関する対応を実施 

①本部事務局班長 

②本部事務局員、ＥＲＣ対応者 

良 ・フッ化水素以外の化学薬品に

よる影響の説明方法見直し。 

・ＣＯＰ③（戦略シート）作成

対応体制の見直し。 

（詳細は、別紙２－１「８．前

回訓練時の要改善事項への

取り組み」のとおり） 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

※本部事務局（訓練事務局）が訓練実施主体として実施した。 

 



 

添付資料（５／８） 

【全社対策本部】 

１．その他必要と認める訓練 

（１）全社対策本部運営訓練（実施回数：１０回、参加人数：延べ４７１名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・全社対策本部内および事業部対策本部と

の情報共有ならびに事業部対策本部への

支援の実施 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員 

良 ・無線回線のみを使用した場合

は情報共有システムの回線

輻輳が生じたことから、全社

対策本部内で通信ネットワ

ークの整備として、有線回線

を増設した。 

 （なお、本対策を実施したも

のの、総合訓練時において同

様に回線輻輳に係る課題が

生じた。（詳細は、別紙２－１

「１０．今後の原子力災害対

策に向けた改善点」のとお

り） 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

添付資料（６／８） 

 

（２）ＥＲＣ対応訓練（実施回数：３回、参加人数：延べ８８名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・ＥＲＣ対応に関する基本動作および情報

フローに基づく事業部のプラント状況、

事故の進展予測、事故収束対応戦略等の

情報収集を実施 

・社内模擬ＥＲＣプラント班を設置し、ＥＲ

Ｃ備付資料や図表類を活用した情報共有

を実施 

・社内模擬ＥＲＣプラント班を設置し、事業

部対策本部から入手した事故・プラント

状況等を基に１０条確認会議および１５

条認定会議を想定した情報共有を実施 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員、ＥＲＣ 

対応要員 

良 ・フッ化水素以外の化学薬品に

よる影響の説明方法見直し。 

・ＣＯＰ③（戦略シート）作成

対応体制の見直し。 

（詳細は、別紙２－１「８．前

回訓練時の要改善事項への取

り組み」のとおり） 

・無線回線のみを使用した場合

は情報共有システムの回線輻

輳が生じたことから、ＥＲＣ

対応ブース内で通信ネットワ

ークの整備として、有線回線

を増設した。 

 （なお、本対策を実施したも

のの、総合訓練時において同

様に回線輻輳に係る課題が生

じた。（詳細は、別紙２－１「１

０．今後の原子力災害対策に

向けた改善点」のとおり） 

今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 



 

添付資料（７／８） 

 

（３）原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練（実施回数：２回、参加人数：延べ３３名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・施設からの退域を想定した要員の出入管

理、要員および車両のスクリーニングお

よび除染訓練を実施 

・除染テント設営、可搬式発電機の設置操作

および除染用高圧洗浄機の設置操作を実

施 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員 他 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

  

（４）原子力災害対策支援資機材操作訓練（実施回数：１回、参加者人数：延べ８名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・原子力緊急事態支援組織要員と連携した

ロボット操作定着訓練を実施 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員、再処理・

濃縮・埋設事業部本部対策要

員、原子力緊急事態支援組織

要員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 

 

（５）オフサイトセンター対応訓練（実施回数：４回、参加人数：延べ５４名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・オフサイトセンター派遣要員の体制、役割

の確認および当該センターに配備されて

いる設備および機器の立上げ操作方法の

確認を実施 

・オフサイトセンターへの要員参集、情報共

有データベースによる情報入手(プラン

ト状況、事故の進展予測など)、情報入力

および全社対策本部への連絡方法の確認

を実施 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員、オフサイ

トセンター派遣要員 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 



 

添付資料（８／８） 

 

（６）広報対応訓練（実施回数：４回、参加人数：延べ２９名） 

 

概要 
実施体制 

①実施責任者、②実施担当者 
評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

・メディアトレーニングを実施。 

・公衆や報道機関からの問合せや要請事項

への対応を実施 

・プレス文の作成および記者会見の対応訓

練を実施 

 

①全社対策本部事務局副班長 

②全社対策本部要員 他 

良 特になし。 今後も継続して訓練を行い、習熟を図る。 
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